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◆
陳
情
第
５
号

　

米
軍
機
の
危
険
な
低
空
飛
行
問
題
に
関
す
る
陳
情
書

　
　
　

南
予
全
域
で
米
軍
機
の
危
険
な
低

空
飛
行
が
た
び
た
び
目
撃
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
住
民
は
恐
怖
を
感
じ
爆
音
に
よ
り

生
活
環
境
を
乱
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

積
極
的
な
情
報
収
集
を
本
市
へ
働
き
か
け

る
こ
と
や
危
険
な
低
空
飛
行
を
な
く
す
よ

う
、
県
と
協
力
し
て
国
に
働
き
か
け
る
よ

う
求
め
て
い
る
も
の
。

　
　
　
　

最
近
、
低
空
飛
行
回
数
が
増
加

し
、
市
民
は
非
常
に
不
安
を
感
じ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
本
年
、
愛
媛
県

及
び
愛
媛
県
議
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
、
米
軍

機
に
よ
る
低
空
飛
行
訓
練
の
中
止
を
求
め

る
要
請
書
や
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
今
回
は
趣
旨
採
択
で
よ
い
の

で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

市
民
の
不
安
を
取
り
除
く
た
め

十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
要
請

書
提
出
な
ど
に
加
え
、
県
内
で
は
全
市
町

が
協
力
し
目
撃
情
報
を
収
集
す
る
体
制
が

構
築
さ
れ
て
お
り
、
各
市
町
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
目
撃
情
報
を
取
り
ま
と
め
、
県
が
中

国
四
国
防
衛
局
に
対
し
飛
行
事
実
の
確
認

照
会
を
行
う
な
ど
、
県
民
の
安
全
を
第
一

に
考
え
た
取
り
組
み
を
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
採
択
ま
で
に
は
及
ば
ず
趣
旨
採
択
が

妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

趣
旨
採
択

◆
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
つ
い
て

　
　
　

旧
市
立
図
書
館
に
設
置
し
て
い
る

「
大
洲
児
童
ク
ラ
ブ
」
を
、
大
洲
保
育
所

の
認
定
子
ど
も
園
化
に
よ
り
廃
園
と
な
る

大
洲
幼
稚
園
に
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な

改
修
工
事
の
設
計
業
務
委
託
料
が
予
算
計

上
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
　

市
内
の
待
機
児
童
数
に
つ
い
て

　
　

４
月
時
点
で
17
人
、
７
月
時
点
で
11

人
で
あ
る
。
大
洲
小
学
校
校
区
な
ど

一
部
の
校
区
で
は
、
小
学
校
５
、
６
年
生

は
ク
ラ
ブ
へ
の
入
会
を
断
っ
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
新
し
く
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
待
機
児
童
の
解
消
も
期
待
で
き
る
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
　
　

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
を

図
り
、
管
理
業
務
を
効
果
的
か
つ
効
率
的

に
行
う
た
め
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
、
社
会

福
祉
法
人
大
洲
育
成
園
を
大
洲
学
園
の
指

定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の
。

　
　

指
定
管
理
者
施
設
に
す
る
メ
リ
ッ
ト

に
つ
い
て

　
　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
専
門
に
行
っ
て
い

る
社
会
福
祉
法
人
が
運
営
に
携
わ
る

こ
と
で
、
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
大
洲
学
園

で
支
援
業
務
な
ど
に
従
事
し
て
き
た
職
員

の
福
祉
部
門
へ
の
配
置
や
、
そ
れ
以
外
の

事
務
職
員
等
の
行
政
部
門
へ
の
異
動
な

ど
、
正
規
職
員
を
再
配
置
す
る
こ
と
で
行

政
に
お
い
て
も
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
に
つ

な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
　

指
定
管
理
者
に
運
営
が
変
わ
り
、
利

用
者
に
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

ス
タ
ッ
フ
が
代
わ
る
こ
と
で
、
利
用
者
に

不
安
感
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

運
営
が
指
定
管
理
者
に
な
っ
て
も
、

希
望
す
る
職
員
は
、
こ
れ
ま
で
同
様

継
続
し
て
支
援
業
務
に
従
事
で
き
る
よ
う

指
定
管
理
者
と
雇
用
調
整
す
る
こ
と
で
、

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
に
努
め
て
い
く
こ

と
を
第
一
に
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
一

方
で
、
従
事
ス
タ
ッ
フ
の
生
活
安
定
と
の

バ
ラ
ン
ス
も
図
っ
て
い
き
た
い
。

◆
旧
加
藤
家
住
宅
管
理
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
　
　

国
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
旧
加

藤
家
住
宅
の
保
存
活
用
に
向
け
た
管
理
及

び
運
営
に
関
し
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
た
め
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
、
旧
加

藤
家
住
宅
は
今
年
度
中
に
改
修
を
終
え
、

来
年
度
か
ら
の
供
用
開
始
を
目
指
し
、
一

部
休
憩
所
を
備
え
た
城
下
町
ホ
テ
ル
と
し

て
活
用
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

こ
の
施
設
は
、
一
般
社
団
法
人
キ

タ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
指
定
管
理
者

と
な
る
の
か
。
ま
た
12
年
間
で
市
の
持
ち

出
し
分
は
償
還
で
き
る
と
の
こ
と
だ
が
、

ど
の
よ
う
な
契
約
と
な
る
の
か
。

　
　
指
定
管
理
は
、
キ
タ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
と
バ
リ
ュ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
、
い
わ
ゆ
る
共
同
事
業
体

を
組
む
よ
う
な
形
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の

指
定
期
間
は
、
市
の
指
針
に
よ
り
10
年
ま
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